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魚 津 市 農  業  委  員  会 



議   事 

 

 

第１           議事録署名委員について 

                    

第２ 議案 第 35 号  農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する許可決

定について 

 

第３ 議案 第 36 号  農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見決

定について 

 

第４ 議案 第 37 号  農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決

定について 

 

第５ 議案 第 38 号  農業経営基盤強化促進法附則第５条の規定による農用地利

用集積計画の決定及び農地中間管理事業の推進に関する法

律第19条第３項の規定による意見決定について 

 

 



総会の種類            定例総会 

１．総会の期日        令和５年10月５日(木) 

２．総会の場所        魚津市役所第一会議室 

３．農業委員の定数    14名 

４．総会に出席した農業委員の数   11名 

会長（議長）    12番  北田 直喜 

委員      １番 水尾 英俊  ３番 中山 彦信 

  ４番  上樂 忍   ６番  小坂 義則 

８番  佐々木 隆  ９番 住田賀津彦 

10番 大﨑 章博  11番 髙橋 順子 

13番 谷越 彦茂  14番 石坂 誠一 

５．総会に欠席した農業委員の数   ３名 

           ２番 谷口 雅秋  ５番 稗苗 史絵 

７番 宮坂 博一 

６．総会に出席した農地利用最適化推進委員の数 ５名 

           上中島地区 村崎 信明、 松倉地区 政二 幸寛 

           片貝地区  山本 行雄、 加積地区 西田 八郎 

           経田地区  南塚 英雄 

６．議事録署名委員   

８番  佐々木 隆   ９番  住田賀津彦 

７．総会に出席した職員 

事務局長  清水 悟史  係長  關口 晶子 

主査  本田 陽一   主事  小川 聡志 

主事  小林 智樹    

 

 【開 会：午後１時30分】 

議 長： それではただ今から令和５年度10月農業委員会総会を開会いたします。

本日の出席委員は委員14名中11名出席ですので、総会は成立しております。 



本日の議事録署名委員には、８番佐々木委員、９番住田委員にお願いい

たします。 

        

議案第35号農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する許可決定

について、事務局より説明を求めます。 

 

   事務局： 議案第35号農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する許可決定

についてご説明します。 

今月の申請は４件４筆です。地区別の内訳は表のとおりです。面積が

4,703 ㎡です。 

２ページ目をご覧ください。 

【議案第35号 議案書をもとに朗読】 

本申請について、すべての許可要件を満たしていると考えます。 

 

議 長： ただいま事務局からの説明が終わりました。担当確認委員からの説明を

お願いします。 

 

３番： 現地確認及び譲受人の確認をしました。事務局のとおりであり、問題点

は無いと思います。 

 

１番： 従前より借りておられた土地であり、一応確認もしております。現地の

ほうも見られた通りであり、問題ないと思われます。 

 

12番： 昔から使用しており、今後も続けて使用したいとのことですので、特段

問題ないと思われます。 

 

議 長： 事務局並びに担当確認委員から説明を求めました。委員の皆様方 

で何かご意見がありましたらご発言願います。 



       （「意見なし」の声あり） 

 

議 長： 特に意見が無いようでしたら、申請通り許可決定してよろしいでしょう

か。 

 

      （「異議無し」の声あり） 

 

議 長： 異議が無いようですので、議案第35号は意見決定いたします。 

議案第36号農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見決定

について、事務局より説明を求めます。 

 

   事務局： 議案第36号農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見決定

についてご説明します。 

７ページ目の総括表をご覧ください。今月の申請は１件１筆です。地区

別の内訳は表のとおりです。面積が1,687 ㎡です。 

【議案第36号 議案書をもとに朗読】 

本申請について、農地の区分と転用目的については適当であると考えま

す。また、すべての許可要件を満たしていると考えます。 

 

議 長： ただいま事務局からの説明が終わりました。担当確認委員からの説明を

お願いします。 

 

８番： 先日、申請者の方が来られて説明されました。申請地近くの業者及び協

力会社が使用したいということです。周囲への影響も特にないとは思いま

すが、今後も推移を見守っていかなければと思います。 

 

議 長： 事務局並びに担当確認委員から説明を求めました。委員の皆様方 

で何かご意見がありましたらご発言願います。 



 

10番：  30年近く前から使用していたとのことでしたが、近隣住民からは何も言

われなかったのか。 

 

事務局： こちらには苦情や相談等は入っていない。 

 

山本推進委員： 長年でこれだけになったものなので、誰も気に留めなかった。水

田をするには、山手なのでやりたがらない。 

 

10番： 百姓にしたら、誰も使わない土地を使ってくれてありがたいことである

が、そんなときに許可が必要なことを知らない方が多い。固定資産税を宅

地課税しているのであればまだ良いが、田や畑で課税してあるものもある。

申請者にとっては好都合である。やったもの勝ちで、見つかったときに謝

ればよいのか。 

 

事務局： 違反転用における申請は、現況の利用状況等から、許可基準に照らし合

わせて基準を満たすものを総会にあげている。満たさないものは、最悪の

場合、原状回復命令を出すこともある。今回の案件も、現在の利用状況で

「集落接続」という基準を満たしているものである。  

     農地の許可申請については、これまでも周知してきたところではあるが、

委員の皆様もパトロールの際に見てほしい。 

 

議 長： この他に意見が無いようでしたら、申請通り意見決定してよろしいでし

ょうか。 

 

      （「異議無し」の声あり） 

 

議 長： 異議が無いようですので、議案第36号は意見決定いたします。 



議案第37号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定

について、事務局より説明を求めます。 

 

   事務局： 議案第37号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定

についてご説明します。 

10ページ目の総括表をご覧ください。今月の申請は５件７筆です。地区

別の内訳は表のとおりです。面積が3,284 ㎡です。 

【議案第37号 議案書をもとに朗読】 

本申請について、農地の区分と転用目的については適当であると考えま

す。また、すべての許可要件を満たしていると考えます。 

 

議 長： ただいま事務局からの説明が終わりました。担当確認委員からの説明を

お願いします。 

 

４番： 問題なし。 

 

12番： もともと別の場所に車を停めさせていたが、このたび正式に駐車場を求め

るものです。 

 

６番： ４件目は、現状も水田に戻せる場所ではなく、住宅街でもあるので、問題

ないかと思われます。 

    ５件目は、事業で活用管理されるものであり、問題ないかと思います。 

 

議 長： 事務局並びに担当確認委員から説明を求めました。委員の皆様方 

で何かご意見がありましたらご発言願います。 

 

  11番： 転用目的の「農家住宅」とはどういうことか。 

 



 事務局： 農地法の基準が農家住宅と一般住宅で異なり、農家住宅の場合は1,000 

㎡と目安に、一般住宅は500 ㎡を目安に転用申請してもらうこととなって

いる。 

 

議 長： この他に、特に意見が無いようでしたら、申請通り意見決定してよろし

いでしょうか。 

 

      （「異議無し」の声あり） 

 

議 長： 異議が無いようですので、議案第37号は意見決定いたします。 

 議案第38号農業経営基盤強化促進法附則第５条の規定による農用地利

用集積計画の決定及び農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第３項

の規定による意見決定について、事務局より説明を求めます。 

 

   事務局： 議案38号農業経営基盤強化促進法附則第５条の規定による農用地利用集

積計画の決定及び農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第３項の規

定による意見決定についてご説明します。 

今月の案件は全116件、282筆、286,098 ㎡になります。今回の計画は、

農用地の効率的は利用、農作業状況等、旧農業経営基盤強化促進法第18条

第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

議 長： ただいま事務局からの説明が終わりました。委員の皆様方で何かご意見

がありましたらご発言願います。 

 

      （「意見なし」の声あり） 

 

   議 長： 特に意見が無いようでしたら、申請通り決定してよろしいでしょうか。 

 



      （「異議無し」の声あり） 

 

議 長： 異議が無いようですので、議案第38号は決定いたします。 

 

これで議案審議は終わりましたが、その他の協議事項について事務局

より説明して下さい。 

 

事務局： ・令和５年度富山県農業委員会研修大会 

     ・「農業者等との意見交換会」について 

     ・農業委員辞令届について 

     ・地域計画の策定に向けたアンケート  

議 長： 以上で本日の総会を終了します。 

【閉 会：午後３時31分】 

 

 



【別添】 

 

農地法第３条調査書 

 

議案第 35 号 受付番号１番 

（所有権移転） 

 

譲渡人  譲受人  作成者 小川 聡志 

 

 
判断の理由 該当 

 

第２項第１号 

（全部効率 

利用） 

 

 

・譲受人のリース予定している機械の能力、農作業に従事する雇用予

定者の状況からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に

利用できるものと見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第２号 

（農地所有適格

法人以外の法人

） 

 

 

・譲受人は個人であり適用なし 

  

 

しない 

 

第２項第３号 

（信託） 

 

 

・信託ではないため適用なし。 

 

 

しない 

 

 

第２項第４号 

（農作業常時従

事） 

 

 

・譲受人及び雇人は農作業を行う必要がある日数について農作業に従

事すると見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第５号 

（転貸の禁止） 

 

 

・許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であり、転貸には当たらな

い。 

 

 

しない 

 

 

第２項第６号 

（地域調和） 

 

 

今回の申請は、譲渡人が、以前から労働力不足により農地管理ができ

ないため、譲受人の希望により、農地の所有権を移転するものである

。申請地は、休耕状態であり権利移転後は、水稲栽培を行う予定であ

るため、所有権の移転によって、周囲への影響はないと考えられる。 

本件の権利取得により、農地の集団化、農作業の効率化、周辺の農

地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障は生じなくなる

と考えられる。 

なお、９月25日、事務局小林、小川が現地調査を行い、周辺の農地

の利用状況等を確認した。 

 

 

しない 

 

 

 

 

 

 

 



農地法第３条調査書 

 

議案第 35 号 受付番号２番 

（所有権移転） 

 

譲渡人  譲受人 作成者 小川 聡志 

 

 
判断の理由 該当 

 

第２項第１号 

（全部効率 

利用） 

 

 

・譲受人のリース予定している機械の能力、農作業に従事する雇用予

定者の状況からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に

利用できるものと見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第２号 

（農地所有適格

法人以外の法人

） 

 

 

・譲受人は個人であり適用なし 

  

 

しない 

 

第２項第３号 

（信託） 

 

 

・信託ではないため適用なし。 

 

 

しない 

 

 

第２項第４号 

（農作業常時従

事） 

 

 

・譲受人及び雇人は農作業を行う必要がある日数について農作業に従

事すると見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第５号 

（転貸の禁止） 

 

 

・許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であり、転貸には当たらな

い。 

 

 

しない 

 

 

第２項第６号 

（地域調和） 

 

 

今回の申請は、譲渡人が、以前から労働力不足により農地管理ができ

ないため、譲受人の希望により、農地の所有権を移転するものである

。申請地は、休耕状態であり権利移転後は、水稲栽培を行う予定であ

るため、所有権の移転によって、周囲への影響はないと考えられる。 

本件の権利取得により、農地の集団化、農作業の効率化、周辺の農

地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障は生じなくなる

と考えられる。 

なお、９月25日、事務局小林、小川が現地調査を行い、周辺の農地

の利用状況等を確認した。 

 

 

しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



農地法第３条調査書 

 

議案第 35 号 受付番号３番 

（所有権移転） 

 

譲渡人 譲受人 作成者 小川 聡志 

 

 
判断の理由 該当 

 

第２項第１号 

（全部効率 

利用） 

 

 

・譲受人のリース予定している機械の能力、農作業に従事する雇用予

定者の状況からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に

利用できるものと見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第２号 

（農地所有適格

法人以外の法人

） 

 

 

・譲受人は個人であり適用なし 

  

 

しない 

 

第２項第３号 

（信託） 

 

 

・信託ではないため適用なし。 

 

 

しない 

 

 

第２項第４号 

（農作業常時従

事） 

 

 

・譲受人及び雇人は農作業を行う必要がある日数について農作業に従

事すると見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第５号 

（転貸の禁止） 

 

 

・許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であり、転貸には当たらな

い。 

 

 

しない 

 

 

第２項第６号 

（地域調和） 

 

 

今回の申請は、譲受人が以前から借りて耕作していた農地の所有権を

移転するというものである。申請地は、水稲栽培に利用されており、

権利移転後もこれまでと同様に、水稲栽培を行う予定であるため、所

有権の移転によって、周囲への影響はないと考えられる。 

本件の権利取得により、農地の集団化、農作業の効率化、周辺の農

地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障は生じなくなる

と考えられる。 

なお、９月25日、事務局小林、小川が現地調査を行い、周辺の農地

の利用状況等を確認した。 

 

 

しない 

 

 

 

 

 

 

 

 



農地法第３条調査書 

 

議案第 35 号 受付番号４番 

（所有権移転） 

 

譲渡人 譲受人 作成者 小川 聡志 

 

 
判断の理由 該当 

 

第２項第１号 

（全部効率 

利用） 

 

 

・譲受人のリース予定している機械の能力、農作業に従事する雇用予

定者の状況からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に

利用できるものと見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第２号 

（農地所有適格

法人以外の法人

） 

 

 

・譲受人は個人であり適用なし 

  

 

しない 

 

第２項第３号 

（信託） 

 

 

・信託ではないため適用なし。 

 

 

しない 

 

 

第２項第４号 

（農作業常時従

事） 

 

 

・譲受人及び雇人は農作業を行う必要がある日数について農作業に従

事すると見込まれる。 

 

しない 

 

 

第２項第５号 

（転貸の禁止） 

 

 

・許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であり、転貸には当たらな

い。 

 

 

しない 

 

 

第２項第６号 

（地域調和） 

 

 

今回の申請は、譲受人が以前から借りて耕作していた農地の所有権を

移転するというものである。申請地は、果樹の栽培に利用されており

、権利移転後もこれまでと同様に、果樹の栽培を行う予定であるため

、所有権の移転によって、周囲への影響はないと考えられる。 

本件の権利取得により、農地の集団化、農作業の効率化、周辺の農

地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障は生じなくなる

と考えられる。 

なお、９月25日、事務局小林、小川が現地調査を行い、周辺の農地

の利用状況等を確認した。 

 

 

しない 

 

 



【別添】 

農地法第４条調査書 

 

議案第36号 受付番号1番 

 

申請者  作成者 小林 智樹 

 許可要件の状況 

農地の区分 

 

申請地は、おおむね18 haの一団の農地の区域内にあり、かつ、土地

改良事業実施区域内農地であり、農地の区分は第１種農地と判断しま

す。 

転用許可基準は、集落接続です。 

転用目的  申請地は、従前より貸資材置場として利用しており、今後もその必

要性があることから、正式な申請をおこない是正します。 

資力及び信用 申請者は、農地でありなが資材置場敷地として違反転用していたこ

とを反省し、始末書が添付されています。既に工事済みであるため資

金は必要ありません。 

転用行為の妨げとなる権

利を有する者の同意状況 

申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利はありません。 

申請に係る用途に遅延な

く供することの確実性 

許可を受けた後、遅滞なく申請地に係る農地を申請に係る用途に供

する見込みがない場合は許可しないことになっていますが、既に工事

済みです。 

行政庁の免許、許可、認

可等の見込み 

 

農地以外の土地の利用見

込み 

申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を

利用できる見込みがない場合は、許可しないことになっていますが、

申請地は全て農地であり、該当しません。 

計画面積の妥当性 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認め

られない場合は、許可しないことになっていますが、本件は、貸資材

置場のための必要最小限の面積であり妥当と考えます。 

宅地の造成のみを目的と

する場合にはその妥当性 

申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造

成のみを目的とするものである場合は、一定のもの以外は許可しない

ことになっていますが、本件は貸資材置場の整備が目的であり、該当

しないと考えます。 

周辺の農地等に係る営農

条件への支障の有無 

隣接地との境界にコンクリートよう壁を設け、隣接地等に被害の及

ばぬよう十分に配慮されます。 

雨水排水については自然勾配により既存側溝へ排水しており、生活

雑排水については発生しないため、問題ないと考えます。 

今回の転用によって集団農地を分断することはありません。 

一時転用の妥当性  

法令（条例を含む。）に

より義務付けられている

行政庁との協議の進捗状

況 

  

 



【別添】 

農地法第５条調査書 

 

議案第37号 受付番号1番 

（使用貸借権設定） 

借受人  貸渡人  作成者 小林 智樹 

 許可要件の状況 

農地の区分 

 

申請地は、おおむね18 haの一団の農地の中にあり、土地改良事業施行

済区域内の農地であるため、第１種農地と判断しました。転用許可基準

は集落接続です。 

転用目的  譲受人は、現在共同住宅に住んでいるが、母と同居するため住宅を建

設する計画です。 

資力及び信用 申請者は過去に違反転用等を行ったことはなく、必要な資金について

は借入金でまかなう計画で、事前審査回答書と貸付承諾書を添付してお

りますので適当であると考えます。 

転用行為の妨げとなる権

利を有する者の同意状況 

申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利はありません。 

申請に係る用途に遅延な

く供することの確実性 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地に係る農地を申請に係る用途に供

する見込みがない場合は許可しないことになっていますが、許可後すぐ

に工事に入る予定です。 

行政庁の免許、許可、認

可等の見込み 

 

農地以外の土地の利用見

込み 

申請にかかる農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を

利用する見込みがない場合は、許可しないことになっていますが、申請

地は全て農地であり、該当しません。 

計画面積の妥当性 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認めら

れない場合は、許可しないことになっていますが、本件は、農家分家住

宅として必要最小限の面積であり妥当と考えます。 

宅地の造成のみを目的と

する場合にはその妥当性 

 

申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成

のみを目的とするものである場合は、一定のもの以外は許可しないこと

になっていますが、本件は、農家分家住宅が目的であり該当しないと考

えます。 

周辺の農地等に係る営農

条件への支障の有無 

隣接地との境界にコンクリートよう壁を設け、近隣の農地などに被害

を及ばぬよう十分配慮されます。生活排水は公共下水道施設を利用し、

雨水排水については前面道路側溝へ放流されます。 

今回の転用によって集団農地を分断することはありません。 

一時転用の妥当性  

法令（条例を含む。）に

より義務付けられている

行政庁との協議の進捗状

況 

  

 



【別添】 

農地法第５条調査書 

 

議案第37号 受付番号2番 

（所有権移転） 

譲受人  譲渡人  作成者 小林 智樹 

 許可要件の状況 

農地の区分 

 

申請地は、おおむね28 haの一団の農地の中にあり、土地改良事業施行

済区域内の農地であるため、第１種農地と判断しました。転用許可基準

は集落接続です。 

転用目的  譲受人は、現在共同住宅に住んでいるが、子どもの成長に伴い自己所

有住宅を建設する計画です。 

資力及び信用 申請者は過去に違反転用等を行ったことはなく、必要な資金について

は借入金でまかなう計画で、借入手続き案内を添付しておりますので適

当であると考えます。 

転用行為の妨げとなる権

利を有する者の同意状況 

申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利はありません。 

申請に係る用途に遅延な

く供することの確実性 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地に係る農地を申請に係る用途に供

する見込みがない場合は許可しないことになっていますが、許可後すぐ

に工事に入る予定です。 

行政庁の免許、許可、認

可等の見込み 

 

農地以外の土地の利用見

込み 

申請にかかる農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を

利用する見込みがない場合は、許可しないことになっていますが、申請

地は全て農地であり、該当しません。 

計画面積の妥当性 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認めら

れない場合は、許可しないことになっていますが、本件は、住宅敷地と

して必要最小限の面積であり妥当と考えます。 

宅地の造成のみを目的と

する場合にはその妥当性 

 

申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成

のみを目的とするものである場合は、一定のもの以外は許可しないこと

になっていますが、本件は、住宅敷地が目的であり該当しないと考えま

す。 

周辺の農地等に係る営農

条件への支障の有無 

隣接地との境界にコンクリートよう壁を設け、近隣の農地などに被害

を及ばぬよう十分配慮されます。生活排水は公共下水道施設を利用し、

雨水排水については近くの側溝へ放流されます。 

今回の転用によって集団農地を分断することはありません。 

一時転用の妥当性  

法令（条例を含む。）に

より義務付けられている

行政庁との協議の進捗状

況 

  

 



【別添】 

農地法第５条調査書 

 

議案第37号 受付番号3番 

（所有権移転） 

譲受人  譲渡人  作成者 小林 智樹 

 許可要件の状況 

農地の区分 

 

申請地は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第一

種住居地域）が定められた市街地の区域内にある農地であり、第３種農

地と判断しました。 

転用許可基準は原則許可です。 

転用目的  譲受人は、所有管理している共同住宅の駐車場が手狭なため、既存駐

車場を拡張する計画です。 

資力及び信用 申請者は過去に違反転用等を行ったことはなく、必要な資金について

は自己資金でまかなう計画で、通帳の写しを添付しておりますので適当

であると考えます。 

転用行為の妨げとなる権

利を有する者の同意状況 

申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利はありません。 

申請に係る用途に遅延な

く供することの確実性 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地に係る農地を申請に係る用途に供

する見込みがない場合は許可しないことになっていますが、許可後すぐ

に工事に入る予定です。 

行政庁の免許、許可、認

可等の見込み 

 

農地以外の土地の利用見

込み 

申請にかかる農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を

利用する見込みがない場合は、許可しないことになっていますが、申請

地は全て農地であり、該当しません。 

計画面積の妥当性 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認めら

れない場合は、許可しないことになっていますが、本件は、駐車場敷地

として必要最小限の面積であり妥当と考えます。 

宅地の造成のみを目的と

する場合にはその妥当性 

 

申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成

のみを目的とするものである場合は、一定のもの以外は許可しないこと

になっていますが、本件は、駐車場敷地が目的であり該当しないと考え

ます。 

周辺の農地等に係る営農

条件への支障の有無 

隣接地との境界にコンクリートよう壁を設け、近隣の農地などに被害

を及ばぬよう十分配慮されます。生活排水は発生せず、雨水排水につい

ては近くの側溝へ放流されます。 

今回の転用によって集団農地を分断することはありません。 

一時転用の妥当性  

法令（条例を含む。）に

より義務付けられている

行政庁との協議の進捗状

況 

  

 



【別添】 

農地法第５条調査書 

 

議案第37号 受付番号4番 

（所有権移転） 

譲受人  譲渡人  作成者 小林 智樹 

 許可要件の状況 

農地の区分 

 

申請地は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第二

種中高層住居専用地域）が定められた市街地の区域内にある農地であり

、第３種農地と判断しました。 

転用許可基準は原則許可です。 

転用目的  譲受人は、市街地中心部で利便性の良い環境は幅広い年代に引き合い

が合うことから、需要に応えるため宅地分譲敷地を建設する計画です。 

資力及び信用 申請者は過去に違反転用等を行ったことはなく、必要な資金について

は自己資金でまかなう計画で、通帳の写しを添付しておりますので適当

であると考えます。 

転用行為の妨げとなる権

利を有する者の同意状況 

申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利はありません。 

申請に係る用途に遅延な

く供することの確実性 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地に係る農地を申請に係る用途に供

する見込みがない場合は許可しないことになっていますが、許可後すぐ

に工事に入る予定です。 

行政庁の免許、許可、認

可等の見込み 

 

農地以外の土地の利用見

込み 

申請にかかる農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を

利用する見込みがない場合は、許可しないことになっていますが、申請

地は全て農地であり、該当しません。 

計画面積の妥当性 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認めら

れない場合は、許可しないことになっていますが、本件は、宅地分譲敷

地として必要最小限の面積であり妥当と考えます。 

宅地の造成のみを目的と

する場合にはその妥当性 

 

申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成

のみを目的とするものである場合は、一定のもの以外は許可しないこと

になっていますが、本件は、宅地分譲敷地が目的であり該当しないと考

えます。 

周辺の農地等に係る営農

条件への支障の有無 

隣接地との境界にコンクリートよう壁を設け、近隣の農地などに被害

を及ばぬよう十分配慮されます。生活排水は公共下水道施設を利用し、

雨水排水については近くの側溝へ放流されます。 

今回の転用によって集団農地を分断することはありません。 

一時転用の妥当性  

法令（条例を含む。）に

より義務付けられている

行政庁との協議の進捗状

況 

  

 



【別添】 

農地法第５条調査書 

 

議案第37号 受付番号5番 

（所有権移転） 

譲受人  譲渡人 作成者 小林 智樹 

 許可要件の状況 

農地の区分 

 

申請地は、上下水道管が埋設されている幅員４ｍ以上の市道沿いにあ

り、かつ概ね500ｍ以内にかづみこども園と清流小学校が存する市街地化

傾向の著しい区域であり、第３種農地と判断しました。 

転用許可基準は、原則許可となります。 

転用目的  譲受人は、業務の円滑化と防犯強化のために資材と業務車両を既存事

務所の近くにて保管するため、資材置場および駐車場を建設する計画で

す。 

資力及び信用 申請者は過去に違反転用等を行ったことはなく、必要な資金について

は自己資金でまかなう計画で、残高証明書を添付しておりますので適当

であると考えます。 

転用行為の妨げとなる権

利を有する者の同意状況 

申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利はありません。 

申請に係る用途に遅延な

く供することの確実性 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地に係る農地を申請に係る用途に供

する見込みがない場合は許可しないことになっていますが、許可後すぐ

に工事に入る予定です。 

行政庁の免許、許可、認

可等の見込み 

 

農地以外の土地の利用見

込み 

申請にかかる農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を

利用する見込みがない場合は、許可しないことになっていますが、申請

地は全て農地であり、該当しません。 

計画面積の妥当性 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認めら

れない場合は、許可しないことになっていますが、本件は、資材置場お

よび駐車場敷地として必要最小限の面積であり妥当と考えます。 

宅地の造成のみを目的と

する場合にはその妥当性 

 

申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成

のみを目的とするものである場合は、一定のもの以外は許可しないこと

になっていますが、本件は、資材置場および駐車場敷地が目的であり該

当しないと考えます。 

周辺の農地等に係る営農

条件への支障の有無 

隣接地との境界にコンクリートよう壁を設け、近隣の農地などに被害

を及ばぬよう十分配慮されます。生活排水は発生せず、雨水排水につい

ては近くの側溝へ放流されます。 

今回の転用によって集団農地を分断することはありません。 

一時転用の妥当性  

法令（条例を含む。）に

より義務付けられている

行政庁との協議の進捗状

況 

  

 


